
寒 川 町 介 護 保 険 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(保 険 料 率 ) (保 険 料 率 ) 

第 6条  （ 略 ）  第 6条  （ 略 ）  

（ 加 え る ）  2  前 項 第 1号 に 該 当 す る 第 1号 被 保 険 者

に つ い て の 保 険 料 の 減 額 賦 課 に 係 る 平

成 27年 度 か ら 平 成 29年 度 ま で の 各 年 度

に お け る 保 険 料 率 は 、同 号 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 22,410円 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

こ の 条 例 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正

後 の 寒 川 町 介 護 保 険 条 例 の 規 定 は 、平 成 27

年 度 分 の 保 険 料 か ら 適 用 し 、平 成 26年 度 分

ま で の 保 険 料 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

 


